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Ⅰ 公文書館の概要 

１  設置目的 

北谷町に関する歴史的資料として重要な行政文書、古文書その他の記録を収集し、及び

保存するとともに、これらの利用を図り、もって学術及び文化の発展に寄与することを目

的として設置されました。 

２  沿     革（抄） 

年 月 日 内   容 

昭和５８年 
公文書の急増等により公文書の整理保存が滞り、行政事務に支障を来

たしてきたことから、公文書の整理保存について総務課が検討を開始 

昭和６０年 
町の文書管理の現状と公文書の重要性を鑑み、整理を決定 

文書編纂業務を昭和61年度北谷町重点施策の一つとした 

昭和６１年５月 １日 

～ 

昭和６２年７月３１日 

昭和61年5月1日、民間の建物を借用し「北谷町文書保管所」を設置

（字桑江586番地12）（約27坪） 

北谷町行政文書「昭和59年以前」の文書整理業務委託 

昭和６２年 
各課で1年間保管した文書（過年度文書含む）の整理を年次的に委託

契約する（平成22年度まで） 

平成元年 ～ ３年 保存期間満了文書の保管について、総務課を中心に検討 

平成３年１１月 
「北谷町文書保管所」を移転（字吉原103番地1） 

（民間アパート1階部分67坪） 

平成４年 ３月１０日 北谷町公文書館条例案を議会へ提出 

平成４年 ４月 １日 

北谷町公文書館条例施行 

町村で全国初の町立公文書館設置（字吉原103番地1） 

（平成4年3月、91坪に増築） 

平成１０年５月 １日 役場新庁舎完成に伴い新庁舎内に移転（字桑江226番地） 

平成１１年７月 １日 

「北谷町文書取扱規程」の一部改正により、書庫の管理が公文書館長

となり、保存文書（現用文書）の職員への借覧及び閲覧に関する事務

が公文書館長に委任される。また、総務課長は廃棄決定された公文書

を公文書館長へ引き渡すことが義務化された 

平成１１年９月 １日 
「北谷町公文書館長に対する教育事務の一部を委任する規則」により、

教育委員会職員への保存文書の借覧及び閲覧に関する事務が委任される 

平成１３年５月１１日 
「北谷町刊行物等取扱規則」の一部改正により、有償刊行物の頒布を

主管課長及び公文書館長が行えるようになった 

・ 昭和６２年１２月「公文書館法」制定 

・ 平成２１年７月「公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）」制定  



 

２ 

 

北谷町文書保管所 

・昭和６１年５月1日～平成３年１１月（２７坪：北谷町字桑江５８６番地１２） 

   

・平成３年１２月～平成４年３月（６７坪：北谷町字吉原１０３番地１） 

 

 

北谷町公文書館 

・平成４年４月１日～平成１０年４月（９１坪に増築：北谷町字吉原１０３番地１） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成１０年５月１日～新庁舎内に移転（６日から業務開始：北谷町字桑江２２６番地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



 

３ 

 

３  施設の概要 

(１) 所在地 沖縄県中頭郡北谷町字桑江２２６番地（北谷町役場庁舎の一部に設置） 

 

(２) 設置根拠 北谷町公文書館条例（平成4年3月31日条例第18号） 

 

(３) 建物  

１階：館長室、事務室、閲覧室          115.48㎡  

地下１階：仕分け室、作業室、耐火書庫      190.74㎡ 

         （耐火書庫 第１/30.58㎡・第２/80.01㎡）           

一般書庫 411.51㎡ 

※書架延長 3,330ｍ 

（第１耐火書庫 108ｍ、第２耐火書庫 333ｍ、一般書庫 2,889ｍ） 

４  書庫管理対策 

(１) 温湿度：１日２回定点測定  

 

※ 夏期は、休館日も自動制御により空調稼働 

 

(２) 消火設備 

耐火書庫  イナージェンガス消火システム 

一般書庫  スプリンクラー、消火器 

５  組織 

(１) 所属 北谷町役場 総務部 公文書館 

 

(２) 職員（平成29年度） 

館長（非常勤）1人、公文書担当主査 1人 

公文書館専門業務嘱託員 2人（行政文書担当/行政資料担当） 

臨時事務職員 1人  

（平成 30 年度の制度改正により、嘱託員及び臨時職員は、特定非常勤職員となる。） 

 

(３) 主な業務 

(ア)  歴史公文書を収集・整理・保存し利用に供する 

(イ)  行政資料及び行政情報を収集・整理・保存し利用に供する 

(ウ)  北谷に関する資料と情報を収集・整理・保存し利用に供する 

(エ)  公文書館の普及・啓発 

(オ)  アーカイブに関する調査・研究 

書庫 区分 管理目標 平成29年度の状況 

耐火書庫 

温度 19～20℃ 20～21℃ 

湿度 55～60％ 43～47％ 

空調 24時間/日 稼働 24時間/日 稼働 

一般書庫 

温度 20～23℃ 22～23℃ 

湿度 55～60％ 31～52％ 

空調 8時間/日 稼働 8時間/日 稼働 



 

４ 

 

６  利⽤案内 

(１) 開館時間  月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

 

(２) 休館日 土曜日、日曜日／国民の祝日、休日 

年末年始（１２月２９日～１月３日）、６月２３日（慰霊の日） 

 

(３) 利用の方法 

・閲覧室の書架に配置された行政資料は自由に閲覧できます。 

・資料の複写を希望の方は、受付にお申し出ください。 

・複写サービスは、実費をいただきます。 

・資料の館外貸出は行っていません。 

 

◎ご覧になりたい資料・調査内容等に関して職員にお気軽にご相談ください。 

 

(４) 周辺案内図 
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Ⅱ 北谷町公文書のライフサイクル 
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Ⅲ 運営の基本的な考え方 

   １  ⽂書管理担当課及び⽂書作成課との連携強化 

    「公文書等は国民共有の知的資源である」という理念のもと、公文書のライフサイクル

全体を統括・管理できるシステムを強固なものにする様々な方策について、関係各課と

情報を共有する。 

   ２  執⾏体制、職員研修の充実 

     職員体制の確立、アーキビスト養成研修（アーカイブズ研修Ⅰ～Ⅲ）等による人材育成。 

Ⅳ 主要施策 

   １  所蔵資料の適切な保存処置・環境等の整備 

   「北谷町公文書館所蔵資料保存計画（平成 27 年 5 月作成）」に基づき計画的に行っていく。 

   ２  評価選別の計画的実⾏ 

     評価選別が滞りなく実施されるよう、着実に実行できる体制を整えていく。 

   ３  利⽤制限等基準の改正 

       個人情報に関わる開示期限年数等について、具体的な基準を定める。 

   ４  所蔵⽂書目録の公開 

         整備されている目録情報を整理し、随時公開していく。 

   ５  ⾏政資料等の積極的な収集・整理・利⽤提供 

(１) 行政資料の収集 

(２) 写真のデジタル化 

(３) 行政資料等目録作成・公開 

(４) 閲覧室の配架 

(５) 北谷町関係新聞スクラップ 

    ６  公⽂書館の普及・啓発 

(１) 展示会の開催（企画展・ミニ展示） 

(２) 広報活動の充実 

(３) 平和祈念祭事業への参画 

(４) 公文書館業務報告書（年報）作成・公開 

    ７  施設の改善 

      閲覧室（室温）及び書庫（湿度維持、狭隘化対策、文書箱）の改善 

    ８  災害対策 

      公文書館における「災害時対応マニュアル（仮称）」の作成を目指す。 



 

７ 

 

    ９  町内ＭＬＡ機関（博物館、図書館、公⽂書館）連携 

Ⅴ 事業実績 

１  歴史公⽂書等の収集・整理・保存  （※P5 北谷町公文書のライフサイクルを参照） 

(１) 公文書の受入・評価選別 

北谷町文書取扱規程及び北谷町教育委員会文書取扱規程に基づき、町長部局並びに

教育委員会から保存期間が満了し、廃棄決定された文書を受入後（引渡し後）、評価

選別を行い歴史公文書となる公文書を収集・整理し、保存しています。 

 

（ア） 平成２９年度受入文書（件） 

種 別  

部 局 
第１種※ 第２種 第３種 第４種 計 

総務部 2,973 325  2,390 1,334 7,022 

住民福祉部 544 295 4,619 2,472 7,930 

建設経済部 2,793 357 1,019 989 5,158 

会計課 103 7 1,480 12 1,602 

教育委員会 64 164 2,052 1,557 3,837 

合 計 6,477 1,148 11,560 6,364 25,549 

※平成28年5月から、第１種文書の保存期間は30年となる。 

（北谷町文書取扱規程の一部改正、教育委員会文書取扱規程の一部改正） 

 

（イ） 平成２９年度評価選別の状況 

一次選別：リスト選別 

選別件数 収 集（％） 廃 棄（％） 

19,001件 2,266件（12%） 16,735件（88%） 

 

粗選別：二次選別の前に実施 

選別件数 収 集（％） 廃 棄（％） 

4,912件 1,322件※（27%）    3,590件（73%） 

 

二次選別：月１回、会議形式で実施し、実際の文書を1件ずつ審査 

選別件数 収 集（％） 廃 棄（％） 

298件 151件※（51%）      147件（49%） 

※一部収集含む 



 

８ 

 

（ウ） 公文書所蔵状況    平成３０年３月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 行政資料の収集及び所蔵状況 

「北谷町行政資料収集管理規程」に基づき、公文書館が収集の対象とする行政資料

等は、冊子体の印刷物をはじめパンフレット・リーフレット・音声映像資料・写真・

地図等多種多様で、北谷町のみならず県内外各自治体が発行した資料も収集の対象と

しています。収集した行政資料等は資料形態に応じて整理され、役場職員への業務支

援や一般利用者への情報提供に供されています。 

 

（ア）収集・所蔵状況                     平成３０年３月末現在 

行政資料（図書等）※ 
写真類 パンフレット 

新 聞 

スクラップ 
北谷関係 郷土関係 一般資料 

7,557冊 10,479冊 7,180冊 21,397件 487件 64,758件 

※行政資料：図書・資料等（統計・歴史・文化等） 

 

（イ）平成２９年度 寄贈等受入数               平成３０年３月末現在 

行政資料 地域資料 写真類 
その他 

刊行物 文書 刊行物 文書 写真 アルバム ネガ 

22冊 0件 9冊   0件 88枚 0冊 157本 104件 

（「文書等寄贈申込書」より計上） 

 

（ウ）平成２９年度 公開資料 

   資料の目録は、閲覧室で閲覧できます。       

資料群 総数（点) 公 開 要審査※ 非公開 

個人からの寄贈資料（合算） 708 456 248  4 

北谷町広報写真 825 503 290 32 

※公 開：閲覧・複写・二次使用の制限無し（Web公開可） 

※要審査：利用目的によっては閲覧・複写・二次使用可能（Web公開不可） 

※非公開：閲覧・利用不可（Web公開不可） 

 

 

種別     件数（％） 

歴史公文書 20,435（11%） 

整理中文書 25,700（14%） 

廃棄文書 143,711（76%） 

合  計 189,846（100%） 



 

９ 

 

(３) 歴史公文書の保存環境 

公文書館で収集した歴史公文書は、復帰前の歴史公文書を弱アルカリ性のアーカイ

バルボード（資料に悪影響を与えない資料保存用の保存箱）に保存していますが、復

帰後の歴史公文書の多くは酸性の段ボールに収納し保管しています。 

公文書館では、資料保存の基本方針を「予防保存」とし、適時保存箱の切り替えや

保護紙への梱包等、公文書の適切な保存に必要な措置を施し、公文書をホコリやカビ

等から保護するようにしています。 

 

保存箱（アーカイバルボード）                  保存箱（段ボール） 

 
 
 
 
 
 
 
 

２  利⽤普及・啓発 

(１) 企画展 

収集・整理した歴史公文書や資料を多くの方々に見ていただく企画展は、公文書館

業務の周知と歴史公文書等への関心や意識向上を図る重要な事業となっています。 

平成２９年度は、ちゃたんニライセンターギャラリー北谷において、１２月１９日

から２５日まで開館２５周年記念企画展「北谷戦後七十年余の歴史あの日あの時・・」

を開催し、３４９名の方が来場しました。パネル展示の他に戦前の沖縄を撮影した映

像「沖縄県の名所古蹟の實況」から北谷町関連映像を参考上映しました。また、移動

展を役場庁舎１階の町民ギャラリーで開催し、多くの方々にご覧いただきました。 

 

 

 

※参考：これまでに開催した企画展 

平成１５年１０月２２日～３１日「資料に見る旧南洋群島」教育委員会共催（378名） 

平成１７年 ３月１５日～２５日「公文書館資料にみる北谷のあゆみ」（1,146名） 

平成２５年１２月１８日～２６日「写真でみる懐かしい北谷の景色」（406名） 

平成２６年１１月１８日～２４日「戦後北谷の保健福祉のあゆみ」（279名） 

平成２８年 ３月 １日～ ６日「公文書館資料にみる北谷町－戦後のあゆみ－」 

（沖縄県との共催（県公文書館の移動展）431名） 



 

１０ 

 

(２) ミニ展示 

役場来庁者の目に触れるよう公文書館内の展示板を活用して、町内４つの小学校の

懐かしい写真、公文書館の業務紹介等の展示を行っています。 

 

(３) 平和祈念祭事業への参画 

会期：平成２９年１０月２２日（日）～１０月３１日（火） 

  会場：ちゃたんニライセンター ギャラリー北谷 

 

北谷町では過去の戦争体験から平和の尊さを学び伝えていくため、毎年１０月に

「北谷町平和祈念祭」を開催しています。公文書館は、平成１７年度から展示部門で

参画しており、収容所からの帰村や戦後復興の様子についての写真や公文書の展示を

行いました。   

     
(４) 広報誌 

公文書館の業務内容を広く町民に伝え、より身近な公文書館をめざすため、町の広

報誌「広報ちゃたん」を活用し「公文書館報」を連載しています。 

 

 

平成２９年４月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年５月号 
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平成２９年６月号 

 

 

 

平成２９年７月号 

 

 

 

平成２９年８月号 

 

 

 

平成２９年９月号 
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平成２９年１０月号 

 
 

 

平成２９年１１月号 

 

 

平成２９年１２月号 

 

 

 

平成３０年１月号 
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平成３０年２月号 

 

 

 

平成３０年３月号 

 
 

(５) ホームページ   

北谷町公文書館ホームページを開設し、公文書館の仕事、施設概要、利用案内、ミ

ニ展示の案内等を行っています。また、多くの方に興味を持ってもらえるよう企画展

開催のお知らせやホームページの内容の更新を行い、利用者サービスの向上に努めて

います。 

http://www.chatan.jp/choseijoho/kobunsyokan/index.html 

項目 

月 
稼動日数（日） アクセス数（件） １日平均（件） 

4月 30 268  8.9 

5月 31 253  8.2 

6月 30 188  6.3 

7月 31 202  6.5 

8月 31 570 18.4 

9月 30 387 12.9 

10月 31 340 11.0 

11月 30 299 10.0 

12月 31 373 12.0 

1月 31 210  6.8 

2月 28 120  4.3 

3月 31 193  6.2 

合計 365 3,403  9.3 
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(６) 中学生職場体験受入れ 

公文書館では、北谷町教育委員会が実施する町内の中学２年生による職場体験学習

「ディスカバリージャーニー」事業を受け入れております。 

平成２９年度の受け入れはありませんでしたが、例年、資料整理や新聞スクラップな

どの公文書館業務の体験をとおし、仕事の厳しさや働くことの意義を学びながら、資料

の大切さについても学んでもらっています。                  

３  利⽤状況 

(１) 来館者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の来館目的は主に公文書の借覧・閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

月 

来館者数（人） 一般利用内訳(人) ﾚﾌｧﾚﾝｽ

（件） 

図書 

閲覧

（冊） 一般 職員 合計 新聞 財政 町政 文化 他 合計 

 4月 36 87 123 12 14 0 10 0 36 4 34 

5月 48 107 155 14 5 6 7 16 48 4 18 

6月 32 119 151 4 2 0 4 22 32 6 22 

7月 66 180 246 22 1 1 2 40 66 8 15 

8月 57 200 257 9 1 3 4 40 57 3 8 

9月 60 201 261 15 2 3 4 36 60 6 21 

10月 56 188 244 8 4 7 9 28 56 8 47 

11月 53 211 264 8 2 6 19 18 53 2 12 

12月 40 201 241 9 0 2 11 18 40 2 9 

1月 47 189 236 8 1 8 23 7 47 8 19 

2月 43 156 199 8 0 2 14 19 43 3 7 

3月 106 199 305 11 12 36 25 22 106 6 19 

合計 644 2,038 2,682 128 44 74 132 266 644 60 231 
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(２) レファレンスサービス 

平成２９年度は、６０件のレファレンス※がありました。内容別では、歴史関係と 

行政関係が半数を占めています。歴史では北谷長老、長老山に関するもの及び移民関

係がそれぞれ４件ありました。行政関係では、ハンビー地区及び基地関係が合計８件

ありました。 

 

月 件数 
内 容 内 訳 所 属 内 訳 

歴 史 行 政 経 済 生 活 一 般 職 員 議 員 報 道 

4月  4  3  0 1 1  4  0 0 0 

5月  4  1  3 0 0  1  3 0 0 

6月  6  4  2 0 0  4  2 0 0 

7月  8  5  3 0 0  4  3 0 1 

8月  3  1  2 0 0  1  1 0 1 

9月  6  3  2 1 0  5  1 0 0 

10月  8  3  4 0 1  7  1 0 0 

11月  2  1  1 0 0  2  0 0 0 

12月  2  0  2 0 0  2  0 0 0 

1月  8  5  2 0 10  6  1 1 0 

2月  3  1  2 0 0  3  0 0 0 

3月  6  2  4 0 0  3  3 0 0 

合計 60 29 27 1 3 42 15 1 2 

 

※レファレンス：利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報や資料を求めた際に、公

文書館職員が情報や目的のために必要とされる資料を検索・提供・回答するこ

とによってこれを助ける業務のこと。 

 

(３) 視察・見学の受入れ 

平成２９年度は、７件（５０人）の視察・見学を受け入れました。 

年 月 日 視察・見学者（目的等） 人数 

平成 29 年 4 月  5 日 
北谷町役場新採用職員（新採用職員研修） 

※受入主体：総務課 
10人 

平成 29 年 7 月  7 日 
うるま市役所職員（文書管理事務等の視察） 

※受入主体：総務課 
4人 

平成 29 年 8 月  2 日 宜野湾市博物館職員（公文書の公開に関する調査） 3人 

平成 29 年 8 月  4 日 沖縄市立山内小学校6年生（職場見学） 1人 

平成 29 年 8 月 18 日 名桜大学国際学群 上級准教授（公文書館の研究） 1人 

平成 30 年 3 月 12 日 一般社団法人 千葉県地方自治研究センター理事長 1人 

平成 30 年 3 月 13 日 北前区ときわぎ会（町内施設見学） 30人 
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(４) 歴史公文書等の利用状況 

 

（ア）一般利用           

   内 訳 

件 数 
歴史公文書 写 真 その他 

32 22 10 0 

（「文書等閲覧申請書」より計上） 

 

 

（イ）職員利用（主に業務執行の参考として利用）     （件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 歴史公文書・資料等の複写サービス  

区 分 歴史公文書 
資料等 

計 
刊行物 写 真 その他 

一 般 137 35  166 1 339 

職 員   2  0    7 0   9 

合 計 139 35  173 1 348 

                              （「文書等複写申請書」より計上） 

 

 

項目 歴史公文書（非現用文書） 
計 

月 借覧 閲覧 

4月 16 8 24 

5月 44 0 44 

6月 25 1 26 

7月 11 2 13 

8月 10 12 22 

9月 28 1 29 

10月 40 0 40 

11月 8 1 8 

12月 14 0 14 

1月 4 5 9 

2月 16 0 16 

3月 8 5 13 

合計 224 34 258 
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４  ⽂書管理担当課との連携 

(１) 現用文書の引継ぎ 

       北谷町では、北谷町文書取扱規程第４２条並びに北谷町教育委員会文書取扱規程第

４６条の規程に基づき、現用文書の保管を主管課から文書管理担当課に引き継ぎ、公

文書館の一般書庫に保管しています。 

 

(２) 現用文書の保管件数  

        公文書館の一般書庫には、文書管理担当課から引き継がれた第１種から第４種まで

の文書が、113,004件保管されています。（平成30年3月末現在） 

 

(３) 現用文書の職員への借覧・閲覧（委任業務）   

        公文書館では、文書管理担当課から委任を受け、現用文書の借覧及び閲覧の業務を

行っています。 

                                   （件） 

項目 

月     
借覧 閲覧 計 

4月  163   8  171 

5月  177 100  277 

6月  290  28  318 

7月  240  46  286 

8月  227  45  272 

9月  380  29  409 

10月  344   9  353 

11月  417   6  423 

12月  364  33  397 

1月  463  17  480 

2月  226   8  234 

3月  292  14  306 

合計 3,583 343 3,926 
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５  平成２9 年度（2017）業務日誌（抄） 
月 日 事    項 

4 1 （土） 
北谷町公文書館報 所蔵資料（28）「写真：北谷町公文書館の設置」 広報ちゃたん№476

掲載 

 3 （月） 辞令交付  

 5 （水） 公文書館館内会議 

   視察研修受入 北谷町役場新採用職員（新採用職員研修） 10人 

 12 （水） 
平成29年度文書引継（平成27年度文書）の受入れに伴う書架移動作業 

（配架スペース確保） 

 14 （金） 北谷町平和行政推進委員会（館長） 

 19 （水） 公文書館館内会議 

 19 （水） 第8回 開館25周年記念事業ミーティング 

5 1 （月） 
北谷町公文書館報 所蔵資料（29）「1972年度（昭和47）の決算書」 広報ちゃたん№477掲

載 

 2 （火） 消防設備点検（イナージェンガス消火設備） 企画財政課管財係 

 8 （月） 公文書館館内会議 

 
22 

 

（月） 

 

公文書館館内会議 

 
第9回 開館25周年記念事業ミーティング 

「文書等の寄贈及び寄託受入要綱の一部を改正する訓令」の公表（平成29年訓令第10号） 

6 1 (木) 北谷町公文書館報 所蔵資料（30）「写真：平和之塔（鳥居）」 広報ちゃたん№478掲載 

 5 （月） 公文書館館内会議 

 9 （金） 国際アーカイブズの日 

 19 （月） 公文書館館内会議 

 30 （金） 行政文書二次選別会議 

7 1 （土） 北谷町公文書館報 所蔵資料（31）「写真：旧字伊礼の獅子舞」 広報ちゃたん№479掲載 

 7 （金） うるま市役所総務課 視察受入 4人（主管課：総務課） 

 19 （水） 公文書館館内会議 

 21 （金） 沖縄県地域史協議会第1回研修会in豊見城(担当主査、専門員) 

 24 （月） 廃棄文書焼却処分（1,690㎏） 

 26 （水） 第10回 開館25周年記念事業ミーティング 

 27 （木） 
町長部局より保存期間満了文書（廃棄文書）の引き渡しを受ける（21,712件） 

（うち復帰前文書45件） 

 28 （金） 行政文書二次選別会議 

8 1 （火） 
北谷町公文書館報 所蔵資料（32）「写真：北玉小学校プール開き」  

広報ちゃたん№480掲載 

 2 （水） 宜野湾市立博物館 視察受入 3人 

 4 （金） 平成28年度決算審査（館長、担当主査） 

   職場見学受入 （山内小学校6年生） 1人 

 7 （月） 公文書館館内会議 

 8 （火） 教育委員会より保存期間満了文書（廃棄文書）の引き渡しを受ける（3,837件） 
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 18 （金） 独立学校法人 名桜大学国際学群 上級准教授 視察受入 1人 

 21 （月） 公文書館館内会議 

   平成２９年度 第１回北谷町文書管理委員会（担当主査） 

 22 （火） 国立公文書館の刊行物「アーカイブズ」第65号への寄稿 

   「北谷町公文書館の25年 －町民の「宝の部屋」を目指して－」がWeb公開される。 

 25 （金） 行政文書二次選別会議 

9 1 （金） 北谷町公文書館報 所蔵資料（33）「写真：敬老会」 広報ちゃたん№481掲載 

 6 （水） 公文書館館内会議 

 20 （水） 公文書館館内会議 

 25 （月） 規則改正等検討会議 

 29 （金） 行政文書二次選別会議 

10 1 （日） 北谷町公文書館報 所蔵資料（34）「写真：北谷長老祭」 広報ちゃたん№482掲載 

 2 （月） 公文書館館内会議 

 11 （水） 県公文書活用講座打ち合わせ（県職員来館 館長・担当主査・専門員) 

   議会事務局より保存期間満了文書（廃棄文書）の収集申し出を受ける（56件） 

 18 （水） 公文書館館内会議 

 19 （木） 総合文書管理システムデモ参加（総務課主管） 

 20 （金） 北谷町平和祈念祭展示準備（展示 10月22日から10月31日まで） 

 27 （金） 行政文書二次選別会議 

 30 （月） 廃棄文書焼却処分（2,010㎏） 

11 1 （水） 
北谷町公文書館報 所蔵資料（35）「写真：上勢頭土地区画整理事業」 広報ちゃたん№

483掲載 

 1 （水） 北谷町平和祈念祭展示片付け 

 9 （木） 
第43回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国（神奈川県）大会及び研修会 

（9～10日）（担当主査） 

 13 （月） 廃棄文書焼却処分（1,020㎏） 

 21 （火） 消防設備点検（イナージェンガス消火設備） 企画財政課管財係 

 24 （金） 沖縄県公文書館 資料保存講習会 （専門員2人受講） 

 27 （月） 公文書館館内会議 

 29 (水) 第11回 開館25周年記念事業ミーティング 

12 1 （金） 北谷町公文書館報 所蔵資料（36）「写真：桃原一区区民館」 広報ちゃたん№484掲載 

 1 （金） 行政文書二次選別会議 

 4 （月） 公文書館館内会議 

 4 （月） 廃棄文書焼却処分（1,050㎏） 

 19 （火） 開館25周年記念事業企画展「北谷町戦後七十年余の歴史」（～25日）（来場者 349人） 

   
1932年撮影「沖縄縣の名所古蹟の實状」参考上映   

会場：ちゃたんニライセンター ギャラリー北谷 

 20 （水） 
開館25周年記念事業公文書活用講座 （沖縄県公文書館との共同開催） 

（受講者 30人）   会場：ちゃたんニライセンター地下講座室 

1 1 （月） 北谷町公文書館報 所蔵資料（37）「写真：北谷村役所 元旦」 広報ちゃたん№485掲載 
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 10 (水) 
開館25周年記念事業企画展 移動展「北谷町戦後七十年余の歴史」他（～１７日）  

会場：役場町民ギャラリー 

 15 （月） 公文書館館内会議 

 17 （水） 例規審議委員会(行政資料収集管理規程の一部改正) 

 22 （月） 廃棄文書焼却処分（1,660㎏） 

 24 （水） 公文書館館内会議 

 26 （金） 定期監査（総務課長、館長、担当主査） 

 26 （金） 行政文書二次選別会議 

2 1 （木） 北谷町公文書館報 所蔵資料（38）「沖縄電力北谷火力発電所」 広報ちゃたん№486掲載 

 5 （月） 公文書館館内会議 

 6 （火） 「北谷町行政資料収集管理規程の一部を改正する訓令」を公表（平成30年訓令第2号） 

 19 （月） 公文書館館内会議 

 23 (金) 行政資料収集（アルバム34冊 他） 学校教育課より 

3 1 （木） 北谷町公文書館報 所蔵資料（39）「安良波の海岸」 広報ちゃたん№487掲載 

 6 （火） 総務課によるAKF維持管理研修実地指導 

 7 （火） 行政資料収集（アルバム18冊 他） 上下水道課より 

 9 （金） 行政文書二次選別会議 

 12 （月） 千葉県地方自治研究センター理事長 視察受入 1人 

 13 （火） 北前区ときわぎ会 視察受入 30人 

 19 （月） 廃棄文書焼却処分（ 1,680㎏+310㎏） 

 26 （月） 公開判定会議（行政資料）  

   
平成30年度文書引継（平成28年度文書）の受入れに伴う書架移動作業 

（配架スペース確保） ～29日 
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Ⅵ 関係法規 

○ 公文書館法 

昭和62年12月15日 

法律第115号 

改正 平成11年12月22日法律第161号 

（目的） 

第１条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、

公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記

録（現用のものを除く。）をいう。 

（責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な

措置を講ずる責務を有する。 

（公文書館） 

第４条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として重要な

公文書その他の記録を含む。次項において同じ。）を保存し、閲覧に供するとともに、これに

関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。 

２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員そ

の他必要な職員を置くものとする。 

第５条 公文書館は、国立公文書館法 （平成十一年法律第七十九号）の定めるもののほか、国又

は地方公共団体が設置する。 

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定

めなければならない。 

（資金の融通等） 

第６条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努める

ものとする。 

（技術上の指導等） 

第７条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技

術上の指導又は助言を行うことができる。 

 

附則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。 

（昭和６３年政令第１６６号で昭和６３年６月１日から施行） 

（専門職員についての特例） 

２ 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないこと

ができる。  
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○ 北谷町公文書館条例 

平成4年3月31日 

条例第18号 

改正 平成10年3月30日条例第5号 

（設置） 

第１条 本町に関する歴史的資料として重要な行政文書、古文書その他の記録（以下「文書等」

という。）を収集し、及び保存するとともに、これらの利用を図り、もって学術及び文化の発

展に寄与するため、北谷町公文書館（以下「公文書館」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 公文書館は、北谷町字桑江226番地に置く。 

（業務） 

第３条 公文書館は、次の業務を行う。 

(1) 文書等の収集、整理及び保存に関すること。 

(2) 文書等の利用に関すること。 

(3) 文書等の調査及び研究に関すること。 

(4) 文書等についての専門的な知識の普及啓発に関すること。 

(5) 文書等の目録、資料集等の編さん及び刊行に関すること。 

(6) その他公文書館の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（職員） 

第４条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。 

２ 館長は、公文書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則（平成10年条例第5号） 

この条例は、平成10年5月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２３ 

 

○ 北谷町公文書館管理規則 

平成4年3月31日 

規則第17号 

改正 平成10年 7月22日規則第16号 

平成10年12月10日規則第22号 

平成28年 2月26日規則第 3号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北谷町公文書館条例（平成4年北谷町条例第18号。以下「条例」という。）

第５条の規定に基づき、条例の施行及び北谷町公文書館（以下「公文書館」という。）の管理

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 公文書館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 公文書館の長（以下「館長」という。）は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を

臨時に変更することができる。 

３ 館長は、前項の規定により公文書館の開館時間を臨時に変更しようとするときは、あらかじ

めその旨を公文書館に掲示するものとする。 

（休館日等） 

第３条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

(4) 6月23日（慰霊の日） 

２ 館長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同

項の休館日において臨時に開館することができる。 

３ 館長は、前項の規定により臨時に休館し、又は開館しようとするときは、あらかじめその旨

を公文書館に掲示するものとする。 

（遵守事項） 

第４条 公文書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 条例第１条に規定する文書等（以下「文書等」という。）又は公文書館の施設若しくは設

備を亡失し、き損し、又は汚損しないこと。 

(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑を掛ける行為その他公文書館の秩序を乱す行為をしないこと。 

(3) 職員の指示に従うこと。 

（禁止行為） 

第５条 公文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた

場合は、この限りでない。 

(1) 寄附の募集 

(2) 爆発物その他危険物の持込み 

(3) 行商その他これに類する行為 

(4) 宣伝その他これに類する行為 

(5) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置 

（入館の制限等） 

第６条 館長は、前２条の規定に違反するおそれのある者又はこれらの規定に違反した者に対し

て、公文書館への入館を拒否し、又は公文書館からの退去を命ずることができる。 

（文書等の寄贈及び寄託） 
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第７条 公文書館は文書等の寄贈及び寄託を受けることができる。 

２ 寄託を受けた文書等は、その保管、利用等に関し、寄託者と特約がある場合を除き、公文書

館所蔵の文書等と同様の取扱いをするものとする。 

３ 寄託を受けた文書等が天災地変その他不可抗力により損害を受けたときは、その責めを負わ

ないものとする。 

（文書等の利用の制限） 

第８条 文書等のうち、次に掲げるものは、利用に供しないものとする。 

(1) 個人又は団体の秘密保持その他合理的な理由により利用に供することが不適当な文書等の

全部又は一部 

(2) 文書等の整理又は保存上支障があるもの 

２ 寄贈又は寄託を受けた文書等の利用に関し寄贈者又は寄託者と特約がある場合は、当該特約

を遵守するものとする。 

（閲覧の手続） 

第９条 文書等を閲覧しようとする者は、文書等閲覧申請書（第１号様式）を館長に提出し、閲

覧しようとする文書等（以下「閲覧文書等」という。）を借り受けるものとする。 

２ 閲覧文書等の閲覧を終了した者は、速やかに当該閲覧文書等を返納しなければならない。 

３ 同時に借り受けることができる閲覧文書等は、館長が特別の理由があると認めた場合を除き、

５点以内とする。 

（文書等の館外貸出し） 

第１０条 文書等の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認

めた場合は、この限りではない。 

（文書等の複写） 

第１１条 文書等の複写を希望する者は、文書等複写申請書（第２号様式）を館長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 文書等の複写は、公文書館の職員又は館長の指定する者が行うものとする。 

（出版物等への掲載） 

第１２条 文書等の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする者は、あらかじめ、出版物等掲

載許可申請書（第３号様式）を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 

（損害賠償義務等） 

第１３条 文書等又は公文書館の施設若しくは設備を亡失し、毀損し、又は汚損した者は、亡失

等届出書（第４号様式）を館長に提出するとともに、これを修復し、又はその損害を賠償しな

ければならない。 

（館長） 

第１４条 館長は、非常勤の職員をもって充てることができる。 

（委任） 

第１５条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。 

附 則 

この規則は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則（平成10年規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第3号） 

この規則は、公布の日から施行する。  
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○北谷町行政資料収集管理規程 

平成11年6月15日 

訓令第15号 

改正 平成30年2月6日訓令第2号 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、情報提供施策の充実を図るため、行政資料の計画的かつ効率的な収集及び

管理について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、行政資料とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 町において作成した統計書、計画書、報告書、議事録、例規類、解説書・手引書、要覧、

年報、月報、案内・啓発資料等の印刷物、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られた記録）により文字、映像、音又はプ

ログラムを記録した物   

(2) 国・県、他の地方公共団体及びその他の団体等が作成した前号に掲げるもので、町が取得

し、保有しているもの 

（行政資料の提出等） 

第３条 各課長は、行政資料を作成し、又は取得したときは、当該行政資料及び行政資料提出書

（別記様式）を速やかに公文書館長に提出しなければならない。ただし、各課長が業務の遂行

上適当でないと認めたときは、この限りでない。 

２ 行政資料の提出部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。 

(1) 前条第１号に規定する行政資料 ３部（ただし、３部提出することができない特別な事

情がある場合は、この限りでない。） 

(2) 前条第２号に規定する行政資料 １部 

（行政資料の分類・保管） 

第４条 公文書館長は、提出された行政資料を選別・整理するとともに公文書館において保管す

るものとする。   

（その他） 

第５条 この訓令に定めるもののほか、行政資料の収集及び管理について必要な事項は、別に定

める。 

 

附 則 

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。 

附 則（平成30年訓令第2号） 

この訓令は、公表の日から施行する。 
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○北谷町公文書館行政文書等選別収集基準  

 

（北谷町公文書館行政文書等取扱要綱（平成 4年 4月 1日訓令第12号）） 

 

別記1（第3条関係） 

 

１ 方針 

歴史的行政文書等は、町民共有の財産として永く後世に伝えられ、北谷町の歴史形成に寄与

するものであるので、その選別は偏りがなく、公正で客観的に行うこととする。 

２ 選別される歴史的行政文書等 

行政文書等のうち、歴史的行政文書等として選別される行政文書等は、次のいずれかに該当

するものとする。 

(1) 町民生活の推移が歴史的に跡付けられる行政文書等で次に掲げるもの 

ア その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れている行政文書等 

イ 町民生活に影響が生じた事件、事故等に関する行政文書等 

ウ 町民活動又は町民の動きを反映している行政文書等 

エ 町民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関する行政文書等 

オ 災害及び災害対策活動に関する行政文書等 

カ 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を明示する行政文書等 

キ 公共性の高い事業に関する行政文書等 

ク 画期的又はユニークな活動、建造物等に関する行政文書等 

ケ 史跡、入会地、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造物等に関する

行政文書等 

コ その他町内で起き、又は町に関わりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、

行事、事件等に関する行政文書等 

(2) 町行政の推移が歴史的に跡付けられる行政文書等で次に掲げるもの 

ア 顕著な行政効果をもたらした町事業の実施に関する行政文書等 

イ 町民の高い関心を呼んだ町事業の実施に関する行政文書等 

ウ 町の総合計画及び事業計画の策定及び立案に関する行政文書等（実施されなかったも

のにあっては、その計画について町民の高い関心を呼んだものに限る。） 

エ 多額の事業費を要した町事業の実施に関する行政文書等 

オ 町行政の管理運営上重要な行政文書等 

(3) 昭和20年以前に作成し、又は取得した行政文書等 

３ 省略 

４ 省略 
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○ 北谷町文書取扱規程（抄） 

昭和61年3月29日 

訓令第1号 

 

（文書の保存種別） 

第37条 文書の保存種別、保存期間及び編てつの標準色は、次のとおりとする。 

種別 保存期間 標準色 

第１種 30年 赤色 

第２種 10年 青色 

第３種 5年 緑色 

第４種 3年 黄色 

第５種 1年   

２ 第１種に属するものは、おおむね次のとおりとする。 

(1) 町の基本事項に関する書類 

(2) 行政事務の重要施策に関する書類 

(3) 例規及び令達に関する書類 

(4) 町史の資料となる書類 

(5) 町議会の提案議案、報告及び決議書 

(6) 職員の任免及び賞罰に関する書類並びに履歴書 

(7) 予算及び決算等の重要な財務に関する書類 

(8) 町及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係ある書類 

(9) 訴訟及び行政不服審査に関する文書（軽易なものを除く。） 

(10) その他30年保存を必要とする書類 

３ 第２種に属するものは、前項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。 

(1) 町議会に関する書類 

(2) 法令により施行又は処分した重要な書類 

(3) 陳情、請願等に関する重要な書類 

(4) 補助金に関する重要な書類 

(5) その他10年保存を必要とする書類 

４ 第３種に属するものは、前２項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。 

(1) 主な行政事務の施策に関する書類 

(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類 

(3) 町税等各種公課に関する書類 

(4) 決算の終わった金銭及び物品に関する書類 

(5) その他５年保存を必要とする書類 

５ 第４種に属するものは、前３項に掲げるものを除くほか、おおむね次のとおりとする。 

(1) 一般行政事務に関する書類 

(2) その他３年保存を必要とする書類 

６ 第５種に属するものは、次のとおりとする。 

(1) 第１種から第４種までに属さない書類 

（文書の保存分類及び期間） 

第38条 文書の保存分類は、課長が定めるファイル基準表によるものとする。 

２ 文書の保存期間は、処理年度の翌年度（暦年によるものは、処理年の翌年）の４月１日から

起算し、第41条の主管課長が保管する期間を含むものとする。 
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３ 保存文書の保存期間を変更しようとするときは、保存期間変更承認申請書（第11号様式）に

より総務課長の承認を受けなければならない。 

（保管文書の引継ぎ） 

第42条 主管課長は、保管を終えた文書を、前条の保管期間満了後１月以内に、総務課長に引き

継がなければならない。 

２ 前項の期限までに保管文書を引き継ぐことができないときは、主管課長は、総務課長の承認

を受けなければならない。 

３ 総務課長は、引継ぎを受けた文書について、種別及び内容を審査し、かつ、ファイル基準表

と照合し、その不適当なものは訂正させることができる。 

（保存文書の管理） 

第43条 総務課長は、前条の規定による文書の引継ぎを受けたときは、保存文書台帳（第13号様

式）を作成し、その写しを主管課長に送付しなければならない。 

２ 総務課長は、保存文書を書庫に保存し、整理しておかなければならない。 

３ 書庫は、公文書館長が管理する。 

（保存文書の借覧及び閲覧） 

第44条 保存文書の借覧及び閲覧は、秘密の扱いをする保存文書を除き、公文書館長に委任する。 

２ 職員は、保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、文書借覧簿（第14号様式の１）又は

文書閲覧簿（第14号様式の２）に所要事項を記入し、公文書館長の承認を受けなければならな

い。ただし、秘密の扱いをする保存文書を借覧又は閲覧しようとするときは、あらかじめ秘保

存文書借覧等請求書（第15号様式）に所要事項を記入して、総務課長の承認を得なければなら

ない。 

３ 借覧期間は、５日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、公文書館長の承認

を受けて延長することができる。 

４ 公文書館長は、借覧期間内にあっても、必要があると認めるときは、借覧文書の返還を求め

ることができる。 

５ 借覧文書は、転貸してはならない。ただし、やむ得ない理由があるときは、借覧文書転貸申

請書（第22号様式）を公文書館長に提出し承認を受けるものとする。 

６ 借覧文書を破損又は紛失したときは、直ちに公文書館長に届け出てその指示を受けなければ

ならない。 

７ 借覧文書は、抜取り、取換え、追補、訂正等をしてはならない。 

（保存文書の廃棄等） 

第45条 保存期間が満了した文書は、総務課長が廃棄しなければならない。 

２ 文書の廃棄にあたっては、総務課長は、廃棄文書台帳（第16号様式）を作成し、当該文書の

主管課長に通知しなければならない。 

３ 主管課長は、保存期間が満了した文書であっても、更に継続して保存の必要があるときは、

総務課長の承認をうけなければならない。 

４ 総務課長は、第１項及び第２項の規定により廃棄決定を行った文書について、廃棄文書台帳

の写しを添えて公文書館長に引き渡さなければならない。ただし、当該廃棄文書が法令の規定

により焼却、細断等により廃棄しなければならないとされている場合その他特別の理由がある

場合は、この限りでない。 
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